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法

論

再

可主
ノE、

l
l
a
比

較

法

研

究

ノ

目

次

一

は

じ

め

に

二
戦
前
の
法
系
論
に
つ
い
て
(
以
上
、
本
号
)

三
最
近
の
法
系
論
に
つ
い
て
(
以
下
、
一
一
一
号
の
予
定
)

は
じ
め
に

私
は
さ
き
に
「
法
系
論
序
説
」
を
本
誌
(
一
六
巻
二
・
三
合
併
号
〉
に
発

表
し
、
さ
ら
に
若
干
の
補
正
を
加
え
、
「
法
系
論
と
日
本
法
」
と
題
し
て
、
小

著
「
比
較
法
入
門
」
(
一
九
六
八
年
)
に
収
録
し
た
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
不
備 説

(1) 

ト

、、‘.，，，，2
I
l
i
a
-

J
'
a
‘、、

五

十

嵐

清

な
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
第
二
次
大
戦
前
の
法
系
論
に
つ
い
て
は
、
一
一
次
資

料
に
よ
り
一
瞥
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
後
、
一
九
六
九
年
よ
り
七

O
年
に

か
け
て
、
文
部
省
在
外
研
究
員
と
し
て
ハ
ン
ブ
ル
グ
の
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン

ク
比
較
私
法
研
究
所
で
研
究
に
従
事
し
た
さ
い
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
接
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
帰
国
後
刊
行
す
る
こ
と
の
で
き
た
前
記
「
比
較
法
入
門
」
の
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学}

改
訂
版
(
一
九
七
二
年
)
で
は
、
全
面
的
改
訂
を
す
る
余
裕
が
な
く
、
若
干

の
補
正
を
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
(
七
九
l
八
O
頁
参
照
。
な
お
、
七
九
頁
六

資

行
目
よ
り
七
行
目
に
か
け
て
の
カ
ヅ
コ
内
の
文
章
は
削
除
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
)
。
そ
こ
で
、
こ
の
機
会
に
責
め
を
果
た
し
た
い
と
い
う
の
が
、
本
稿

の
第
一
の
目
的
で
あ
る
。

っ
、
ぎ
に
、
前
掲
小
著
に
お
い
て
、
タ
ヴ
ィ
ド
と
ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト
の
法
系

論
を
比
較
し
、
「
最
近
に
お
け
る
両
者
の
見
解
は
、
結
果
的
に
は
か
な
り
一
致

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
の
法
系
論
は
、
こ
の
両
者
の
学
説

を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
た
が

(
九
九
頁
)
、
こ
の
線
に
副
っ
た
論
文
が
若
干
発
表
さ
れ
、
さ
ら
に
ツ
ヴ
ア
イ

ゲ
ル
ト
自
身
、
比
較
法
の
体
系
書
を
刊
行
し
た
の
で
、
そ
の
後
の
法
系
論
の

発
展
を
跡
づ
け
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
第
二
の
目
的
は
こ
こ
に

た
り
w
A
V
O

以
上
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
の
で
、
「
法
系
論
再
説
」
と
題
し
た
が
、
本
稿

は
文
字
通
り
「
研
究
ノ

l
ト
」
で
あ
り
、
前
記
小
著
で
留
保
し
て
あ
る
、
「
法

系
論
に
お
け
る
日
本
法
の
地
位
」
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

戦
前
の
法
系
論
に
つ
い
て

第
二
次
大
戦
前
の
法
系
論
と
し
て
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
前
掲
小
著

で
言
及
し
た
も
の
に
限
る
こ
と
と
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
を
も
う

ら
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
戦
後
の
法
系
論
に
対
し
て
若
干
な
り
と
も

影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
共
通
性
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。
以
下
、
発

表
順
に
よ
る
。
A
-
エ
ス
マ
ン

(Eま
E
2
F
Z
E
-
-∞お|一
U
Z
)
A
・
エ
ス

マ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
法
史
学
者
で
あ
り
、
現
代
憲
法
学
の
建
設
者

の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
が
(
深
瀬
忠
一
「
A
・
エ
ス
マ
ン
の
憲
法
学
」
本

誌
一
五
巻
二
号
、
一
九
六
四
年
を
見
よ
)
、
一
九

O
O年
の
パ
リ
l
比
較
法
国

際
会
議
で
な
さ
れ
た
「
比
較
法
と
法
の
教
育

(
ピ
ロ
S
M件

8
5宮
弘
主

円
前
ロ
見
回
開

=
0
2
2丹
ιロ
0
3
F
。
。
口
聞
広
ω
同
口
円
。
門
口
町
民
芯
ロ
己
乱
。
巴
H
O
四
件
。
O
B
i

阿国同
ih--Zロ
ロ
晶
司
ω

ユω
仏ロ

ω
一
]
己
}
{
ゆ
昨

ω
ロ
品

ω
G
D
丹一
U
D
O
-
M》】
寸

O
R叫
ω
〈ゆ一円目出口同

ι
2
私
自
の
自
己
号

2
E
g
g
-
昨

'

F

司
・
会
印
l
l
品
早
)
」
と
題
す
る
報
告
に

お
い
て
、
法
系
論
に
言
及
し
て
い
る
(
こ
の
報
告
の
要
旨
も
、
深
瀬
前
掲
三

二
二
頁
に
あ
る
)
。
ェ
ス
マ
ン
は
、
「
比
較
法
」
を
「
比
較
立
法
」
と
「
厳
密
な

意
味
で
の
比
較
法
」
に
区
別
し
、
後
者
を
真
の
科
学
と
す
る
が
、
比
較
法
教

育
の
重
点
も
後
者
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
科
学
的
な

法
学
研
究
の
目
的
は
、
制
度
の
原
理
と
性
質
の
研
究
に
あ
り
、
そ
の
た
め
の

方
法
と
し
て
「
教
義
的
抽
象
的
方
法
」
と
「
観
察
の
方
法
」
と
が
あ
る
が
、

比
較
法
は
法
史
学
と
と
も
に
後
者
に
属
す
る
。
さ
て
、
比
較
法
を
収
穫
あ
ら

北法25(1・148)148



し
め
る
た
め
に
は
、
自
国
法
を
中
心
と
し
、
そ
れ
に
他
の
類
似
の
立
法
を
衛

星
と
し
て
利
用
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
人
類
、
ま
た
は
少
く
と
も
西
欧
文

明
が
創
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
法
系
の
各
々
を
対
比
さ
せ
、
各
法
系
を
創
っ
た

民
族
(
湾
己
主
内
)
の
特
質
と
歴
史
的
発
展
が
そ
れ
に
支
え
た
特
徴
を
引
き
立

た
せ
る
よ
う
に
研
究
す
べ
き
で
あ
る
。
「
そ
の
た
め
に
は
、
種
々
の
民
族
の
立

法
(
ま
た
は
慣
習
)
を
、
各
自
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
法
体
系
を
代
表
す
る
よ
う

な
少
数
の
家
族
ま
た
は
群
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
分
類
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
法
系
の
各
々
の
歴
史
的
形
成
、

般
的

構
造
、
特
徴
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
は
、
比
較
法
の
あ
ら
ゆ
る
科
学
的
教
育
に

お
い
て
、
主
要
な
一
般
的
本
質
的
部
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
以
上
の

よ
う
に
論
じ
た
あ
と
、
エ
ス
マ
ン
は
、
西
欧
文
明
だ
け
を
問
題
と
す
る
と
し

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
四
法
系
を
分
け
た
。

)
 

唱

i(
 
ラ
テ
ン
群

フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ

ル
ト
ガ
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
中
南
米
の
ラ
テ
ン
系
共
和
国
が
こ
れ
に
属
す

る。

法系論再説 (1)

(2) 

ゲ
ル
マ
ン
群

ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
諸
民
族
は
そ
の
重
要
な
分
肢
で
あ

り
、
そ
れ
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
さ
ら
に
は
、
異
な
る
人
種
で
は
あ
る
が
、
ハ

ン
ガ
リ
ー
が
こ
れ
に
加
わ
る
。

(3) 

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
群

イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
英
語
系

値
民
地
、
か
こ
れ
に
属
す
る
。

4
d
-

ス
ラ
プ
群
(
具
体
的
説
明
な
し
)

以
上
の
ほ
か
、
ロ

1
7
法
と
カ
ノ
ン
法
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
体
系
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
は
上
記
諸
法
系
の
共
通
の
源
泉
で
あ
る
の
で
、
独
立
に
あ
っ
か
わ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
法
を
附
加
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
も
ま
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
大
法
系
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
若
干
の

国
に
と
っ
て
、
そ
の
植
民
地
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
居
住
し
て
い
る
た
め
、
重

大
な
関
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
以
上
、

kr・
何
ω

ヨ
2
p
c℃
・
門
戸
閉
y
A
E
)
。

以
上
の
よ
う
な
エ
ス
マ
ン
の
法
系
論
に
対
し
、
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
ら
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
た
。
こ
の
人
為
的
な
分
類
は
事
実
を
考
慮
し
て

い
な
い
。
ス
ラ
ブ
・
ゲ
ル
マ
ン
・
ラ
テ

γ
群
を
分
け
る
場
合
に
、
共
通
な
の

は
一
言
語
な
の
か
、
人
種
な
の
か
。
二
つ
の
前
提
に
お
い
て
、
そ
の
分
類
は
不

正
確
で
あ
る
。
ま
ず
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
は
、
ど
う
見
て

も
、
ス
ラ
プ
で
も
ゲ
ル
マ
ン
で
も
な
い
。
エ
ジ
プ
ト
人
は
、
人
種
の
点
で

も
、
言
語
の
点
で
も
、
ラ
テ
ン
系
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
同
一
国
家
内
に
言

語
や
人
種
の
非
常
に
異
な
る
住
民
が
い
る
。
つ
ぎ
に
、
共
通
の
起
源
や
立
法

の
類
似
性
の
上
に
、
そ
の
分
類
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
セ
ル
ピ
ア
法
(
オ
ー
ス
ト
リ
ア
起
源
で
あ
り
、

一
部
分
は
国

民
的
慣
習
法
で
あ
る
)
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
、
お
よ
び
以
前
の
ギ
リ
シ
ア
法

北法25(1・149)149



料

(
基
礎
は
ロ

l
マ
法
だ
が
、
近
時
改
正
さ
れ
た
)
は
、
ど
の
群
に
位
置
づ
け

資

ら
れ
る
の
か
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
法
と
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
法
が
同
一
群
に

属
し
て
い
る
が
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
で
は
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀

に
か
け
て
独
自
の
法
典
編
纂
が
な
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
(
〉
『
ヨ
互
G
ロl

zcFlJ司
C
}『
『

w

、H，E
M件
二
四
舎
D
E
n
o
g
E
h
仲
間
・
司
・
お
)
。

以
上
の
よ
う
な
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
ら
の
き
び
し
い
批
判
に
対
し
、
近
時
ツ

ヴ
ア
イ
ゲ
ル
卜
は
、
そ
の
批
判
は
正
当
で
な
い
と
す
る
。
「
な
ぜ
な
ら
、
ェ
ス

マ
ン
は
当
時
と
し
て
は
す
で
に
真
に
成
功
し
た
分
類
を
見
出
し
、
ま
た
彼
の

頭
に
浮
ん
だ
区
別
の
基
準
を
暗
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。
」
と
評
価
し
、
前
記
引

用
文
を
援
用
し
て
い
る

(
N
巧
宮
間
内
『
F

N
日
円
h
Y
3
5ロ
円
四
百
河
内
門
広
件
円
2
l

思
P
E
H
M
}
p
y
のめ口同ロ吋凶刊の
0
5円
vm
民
主
回
〈
伶

ωロ
仏
。
。
ロ
ロ
H
n
g
F
E
F
一回目ア

唱
-

h

お

u
N
d
弓
巳
問
。
ユ
l
同
m
X
N
-
H
W
5
2
7
2口問

5
ι
芯岡山ゆ円一広
ω〈
R
m
-
2
n
r
cロ
m-

戸

-u
コ・

ω・
四
∞
・
大
木
訳
・
比
較
法
概
論
(
原
論
)
上
一

O
八
頁
〉
。
わ
れ

わ
れ
と
し
て
は
、
さ
ら
に
エ
ス
マ
ン
の
西
欧
中
心
主
義
に
対
し
批
判
す
る
こ

と
も
許
さ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
は
彼
の
時
代
制
約
性
と
見
る
べ
き
で
あ
り
(
深

瀬
前
掲
三
三
六
頁
参
照
〉
、
先
駆
者
の
業
績
に
対
す
る
評
価
と
し
て
は
、
ツ
ヴ

ァ
イ
ゲ
ル
ト
の
方
が
よ
り
妥
当
で
あ
ろ
う
。

H 

穂
積
隙
重
〈
一
色
印
l

ー一
U
N
m
〉
時
期
的
に
い
っ
て
、
つ
ぎ
に
発
表
さ
れ

た
の
は
、
わ
が
穂
積
陳
重
の
法
系
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
最
近

西
賢
(
「
わ
が
国
に
お
け
る
比
較
法
学
の
発
展
」
神
法
二

O
巻
三
・
四
号
、

九
七
一
年
、
「
比
較
法
の
課
題
」
第
三
章
五
五
頁
以
下
〉
・
野
田
良
之
(
「
日
本

に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
と
現
状
」
法
協
八
九
巻
一

O
号
一
二
六
九
頁
以
下
、

一
九
七
二
年
〉
両
氏
に
よ
っ
て
詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は

か
ん
た
ん
に
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
。
彼
は
す
で
に
一
八
八
四
年
に
「
法
律

五
大
族
の
説
」
(
法
協
一
巻
一
・
五
号
、
遺
文
集
第
一
冊
二
九
二
頁
以
下
〉
に

お
い
て
、
法
系
論
の
必
要
性
を
説
き
、
世
界
の
法
を
印
度
法
族
、
支
那
法
族
、

回
ん
司
法
族
、
英
国
法
族
お
よ
び
羅
馬
法
族
の
五
大
法
族
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ

の
法
境
〈
適
用
範
囲
)
、
法
源
お
よ
び
法
勢
(
静
止
法
か
遅
進
法
か
進
行
法
か
)

に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
し
た
(
印
度
法
族
と
回
々
法
族
に
つ
い
て
は
論
じ
た

が
、
他
は
未
完
。
た
だ
し
、
翌
一
八
八
五
年
の
「
寓
法
蹄
一
論
」
法
協
一
一
一

号
が
こ
れ
を
補
う
〉
。
し
か
し
、
穂
積
陳
重
の
法
系
論
と
し
て
国
際
的
に
注
目

さ
れ
た
の
は

一
九

O
四
年
、
ア
メ
リ
カ
の
セ
ン
ト
ル
イ
ス
で
聞
か
れ
た
万

国
学
芸
会
議
で
の
講
演
「
比
較
法
学
研
究
の
資
料
と
し
て
の
新
日
本
民
法

(円、。
n
Z耳
ω

O
ロ
子
。

Z
司
君
』
凶
司
自
由
ゅ
の
-
i
-
n
c【
凶
作
日
宮
え
め
『
岡
山
ご
2
仲rσ

ω同己
ι可
え
の
G
E間以内
M
E
C
2
]ロユ
ω
同河口門
r
R
P
M
口内凶作
L
-

一
回
一
日
)
」
を
通
じ
て

で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
、
彼
は
比
較
法
学
の
方
法
と
し
て
、
従
来
か
ら
行
な

わ
れ
て
い
た
、

ω特
定
国
法
聞
の
比
較
、

ω特
定
人
種
の
法
の
比
較
、

ω悶

や
人
種
を
顧
慮
せ
ず
に
行
な
う
、
異
な
る
民
族
(
宮
申
立
。
)
の
法
的
現
象
の
比
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較
(
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
理
解
し
に
く
い
。
穂
積
は
例
と
し
て
ヨ

l
ロ
ツ

パ
諸
国
民
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、
ア
フ
リ
カ
・
ニ
グ
ロ
、
ォ
l
ス

ト
ラ
リ
ア
人
お
よ
び
中
国
人
の
婚
姻
の
法
と
慣
習
の
比
較
を
あ
げ
る
。
民
族

学
的
方
法
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
前
掲
六
二
頁
注
帥
参
照
)
の
ほ
か

、

ω系
譜
学
的
方
法
(
の

3
2
2
m甘
え
冨
2
7
c
e
、
す
な
わ
ち
、
比
較
の
単

位
と
し
て
、
共
通
の
系
統

(
8
5
5
0口
一
5
2唱

2

骨
2
2
φ

を
も
っ
一

定
グ
ル
ー
プ
の
法
を
と
り
あ
げ
る
と
い
う
方
法
を
提
唱
す
る
。
そ
し
て
、
こ

の
系
譜
学
的
比
較
方
法
を
行
な
う
た
め
に
、
彼
は
世
界
の
現
行
法
を
、
前
記

五
大
法
族
に
、
ゲ
ル
マ
ン
法
族
と
ス
ラ
ブ
法
族
を
加
え
た
七
大
法
族
に
分
け

る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
〈
民
自
己
ヨ
ケ

C
℃・

nM
件・℃・

N

U

2

月
』
・
た
だ
し
、

各
大
法
族
に
つ
い
て
の
具
体
的
説
明
は
な
い
。
他
の
論
文
お
よ
び
未
完
の
大

著
「
法
律
進
化
論
」
に
よ
る
ほ
か
な
い
)
。
な
お
、
日
本
民
法
に
関
し
て
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
導
入
に
よ
り
、
そ
れ
は
シ
ナ
法
族
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法

族
に
移
行
し
た
と
説
い
て
い
る
(
問
。
N

ロ
ヨ
ケ

C
同y
n
芹・同
y

全
)
。

以
上
の
よ
う
な
穂
積
陳
重
の
法
系
論
は
、
具
体
的
な
殺
述
の
足
り
な
い
う

(1) 

ら
み
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
進
化
論
的
見
解
は
今
日
で
は
支
持
し
え
な
い
も
の

法系論再説

で
あ
る
が
、
先
駆
的
試
み
と
し
て
は
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
事
実
、
彼

の
法
系
論
は
、
ザ
ウ
ザ
l

・
ハ
ル

(
ω
2持円
l
出
ω
一f
m
，O
R
t
s
z
ヨ
公
r
c
p

仏
C
L
E
F
同
n
o
S
R少
一
回
一
デ
℃
・
一
口
ム

1
2・
口
-
一
)
や
ウ
ィ
グ
モ
ア

(
5
m
g
F
〉

E
S
S
E
-ご
7
0

巧
O
L
F
H
h
m乙
ぞ
ω
窓口

F
〈

o-・
ω・

一旧日∞
w

℃
・
三
日
ω
|
二
N
A
・
)
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
た
し
、
ま
た
今
日
の
ア
ル

マ
ン
ジ
ョ
ン
ら
の
分
類
基
準
(
拙
著
・
比
較
法
入
門
八
四
頁
参
照
)
と
共
通

の
も
の
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
た
だ
し
、
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン

ら
は
穂
積
を
引
用
し
て
い
な
い
〉
。

聞
出

ザ
ウ
ザ

l
・
ハ
ル

(
ω
E
Z
H
l国
主
-
)

ス
イ
ス
の
学
者
ザ
ウ
ザ
l

・

ハ
ル
は
一
九
一
一
一
一
年
に
「
比
較
法
の
機
能
と
方
法

Q
8
2
8
a
ロ
益
吉
母

《古

ιEH同
8
5目
当
少
の

ghM〈
p
-
u
-
ω
)
」
を
発
表
し
た
が
、
こ
れ
は
比
較
法

原
論
を
論
じ
た
独
立
の
著
書
と
し
て
世
界
で
も
っ
と
も
古
い
も
の
の
一
つ
で

あ
る
。
内
容
的
に
は
、
サ
レ
イ
ユ
と
ラ
ン
ベ

l
ル
(
と
く
に
後
者
〉
の
影
響

が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
結
論
の
部
分
で
、
法
系
論
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
官
官
・

2
?
司・

g
a
m
-〉
。
彼
は
法
系
分
類
の
基
準
と
し
て
、

ω文
明

、

，

，

、

ノ

の
程
度
、
を
あ
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

i
未
開
民
族
、
リ
u
半
野
蛮
人

Zos--

〆t
、

、

〆

，

、

、

、Bノ

『
同
門

σω
円高

)
l
1
ア
ジ
ア
的
文
明
、
…
川
西
欧
諸
国
、
の
一
一
一
者
を
分
け
る
が
、
し

か
し
、
文
明
の
程
度
を
ど
の
よ
う
に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ア
ジ
ア

と
西
欧
と
の
差
は
相
対
的
で
は
な
い
か
、
と
論
じ
て
い
る
。

ω人
種
に
よ
る
分
類
、
こ
れ
が
ザ
ウ
ザ

l

・
ハ
ル
の
法
系
論
の
特
色
で
あ

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
種
は
自
然
的
自
生
的
要
素
で
あ
り
、
変
化
し
に
く
い

の
で
、
分
類
基
準
と
し
て
適
当
だ
と
さ
れ
る
。
以
下
が
、
そ
の
分
類
で
あ
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料資

る
(a) ( i ) 

ア
l
リ
ア
人
種
ま
た
は
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
種
の
法

ヒ
ン
ズ
ー
法

(b) 

イ
ラ
ン
法
(
ベ
ル
シ
ア
・
ア
ル
メ
ニ
ア
法
な
ど
〉

(c) 

ケ
ル
ト
法
(
ケ
ル
ト
・
ウ
ェ

l
ル
ズ
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
ゲ

l
ル

法
、}ノ(d) 

ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
法
(
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
・
ネ
オ
ラ

ア

(e) ン
法

ゲ
ル
マ
ン
ま
た
は
チ
ュ
l
ト
ン
法
(
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
・
ゲ
ル
マ
ン

-
オ
ラ
ン
、
タ
・
ス
イ
ス
法
〉

(f) 

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
法
(
イ
ギ
リ
ス
・
ア
ン
グ
ロ
ア
メ
リ
カ
・
ネ

オ
サ
ク
ソ
ン
法
)

(g) 

レ
ッ
ト
・
ス
ラ
ブ
法
(
ロ
シ
ア
・
セ
ル
ピ
ア
H
ク
ロ
ア
チ
ア
・
ス
ロ

ヴ
ヱ
ニ
ア
・
チ
エ
ヅ
コ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
士
口
プ
ロ
シ
ア
・
リ
ト
ア
ニ
ア
・
ル

セ

(a) ( ii )ニ
ア

ス
ロ
ヴ

ア

キ
ア

フ
ノレ

カ
リ

ア

法
」ノ

セ
ム
人
種
の
法

ア
ッ
シ
リ
ア
法
、
制

エ
ジ
プ
ト
法
、
例

へ
プ
ラ
イ
法
、
仙

プ

(iii) ブ

イ
ス
ブ

ム

法

蒙
古
人
種
の
法
、
そ
の
パ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
と
し
て
、
川
向

シ
ナ
人
の

法
(
シ
ナ
・
イ
ン
ト
シ
ナ
・
チ
ベ
ッ
ト
法
〉
、

ω
日
本
人
の
法

以
上
の
分
類
は
、
民
族
学
の
基
礎
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ザ
ウ
ザ

l
・
ハ
ル
の
法
系
論
に
対
し
て
も
、
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ

ン
ら
の
批
判
は
す
る
ど
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
分
類
は
す
で
に
死
滅
し
た
法

律
、
慣
習
を
含
ん
で
お
り
、
不
確
実
な
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
に

人
種
と
は
何
か
。
ザ
ウ
ザ
l
・
ハ
ル
に
と
っ
て
は
、
そ
の
本
質
的
性
格
は
、

共
通
の
起
源
を
有
す
る
言
語
を
話
し
、
同
一
の
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
と

い
う
事
実
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
エ

ジ
プ
ト
人
と
ト
ル
コ
人
が
と
も
に
セ
ム
人
種
で
あ
り
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム

群
に
お
か
れ
る
こ
と
が
理
解
で
き
な
い
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
法
系
に
属
す
る
オ

ラ
ン
ダ
は
、
ど
う
し
て
ゲ
ル
マ
ン
法
群
に
入
る
の
か
。
な
ぜ
、
カ
ノ
ン
法
は
ギ

リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
法
群
に
入
り
、
ゲ
ル
マ
ン
、
ス
ラ
ブ
ま
た
は
ア
ン
グ
ロ
サ

ク
ソ
ン
法
群
に
属
さ
な
い
の
か
(
〉
同
E
E守
口
え
乙

C
司

n
F
?
?
司
合
)
。

た
し
か
に
、
ザ
ウ
ザ
1

・
ハ
ル
の
分
類
は
不
正
確
で
あ
る
し
、
ま
た
個
々

の
法
系
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
い
の
で
説
得
力
も
な
い
。
人
穫
を
基
準
と
し

て
法
系
分
類
を
行
な
う
こ
と
は
無
理
で
あ
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
し

ア

か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
人
種
と
か
国
民
性
が
法
制
度
や
法
意
識
の
形
成
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
の
で
(
モ
ン
テ
ス
キ
ュ

ー
の
「
法
の
精
神
」
を
見
ょ
。
な
お
、

Z
O
L
P
Hロ
可
O
L
=
n
c
c口

E
ι
3
x
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官
官
O
E
U
-
-
∞
町
田
暗
唱
・
一
コ
2
m
-
参
照
〉
、
法
系
分
類
の
基
準
と
し
て
の
人

種
的
要
素
は
、
今
後
再
評
価
の
必
要
が
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。

レ
グ
ィ
・
ユ
ル
マ
ン
(
Z
g
江
戸
舎
可
l
S
E
E
P
-
∞
吋
O
)一
宏
吋
)
第

二
次
大
戦
前
の
フ
ラ
ン
ス
比
較
法
学
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
っ
た
レ
ヴ
ィ
・

W 

=
ユ
ル
マ
ン
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
私
の

知
る
か
ぎ
り
、
西
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
」
比
較
法
の
課
題

寸
四
一
一
良
以
下
に
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
十

分
で
は
な
い
(
レ
ヴ
ィ
・
ユ
ル
マ
ン
の
人
と
業
績
に
つ
い
て
は
、
H
h
.
0
2
2
3

]
戸
三
L
5
5
常
広
〈
可
l
E
E
S
E
-
。
g
E
r
z
t
g
p
宮
内
-
c
n
E
2
5
9
1

《
】
内
『
=
伶
E
R
F
5
2
B
L
C
U
E芹

2
r
u
S
F
件
。
c
g
宮
司
品
、
呂
田
が
参

照
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
そ
の
比
較
法
に
つ
い
て
は
、

u
s
i
L
-
F同
〈
J

円
l
d
F
F
ζ
〉
Z
Z
Z
F
O
B
-
丹
8
5
3
&
参
照
)
。
彼
は
イ
ギ

リ
ス
法
の
ド
専
門
家
と
し
て
知
ら
れ
る
(
主
著
は
、
『
田
万
件
恥
ヨ
2
5
-
ι
5
5
母

て
〉
口
同
一
巾
丹
市
門
戸
ゲ
ア
「
ゆ
回
三
円
払
ヨ
巾
E
L
E
G
S
何
一
-
一
∞
M
∞
)
。
一
九

O
O年

の
比
較
法
国
際
会
議
の
当
時
は
、
サ
レ
イ
ユ
と
と
も
に
、
文
明
諸
国
の
共
通

)
 

4
i
 
(
 

法
の
実
現
を
信
じ
た
が
、
第
一
次
大
戦
後
は
よ
り
現
実
的
と
な
る
。
比
較
法

法系論再説

の
基
礎
理
論
に
つ
い
て
の
彼
の
見
解
は

一
九
二
三
年
に
発
表
さ
れ
た
、
ロ
ぬ

-
、
口
同
国
E
広
島
2
公己門
}
2
5
5
官
民
主
守
2
・
F
白
河
内
〈
巴
町
ι
=
o
S
F
円

(ρ
忌
σ
市町〉

-UMω・ω∞印

2
F
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
「
比
較
立
法
と

は
、
公
法
ま
た
は
私
法
に
関
し
、
文
明
諸
国
の
制
度
の
組
織
的
な
比
較

(
-
0

2
3
3己
5
5
三
毛
色
E
E
E
宮
内
)
を

H
的
と
す
る
法
学
の
特
殊
な
部
円
で

あ
る
。
」
と
定
義
さ
れ
、
一
方
で
は
比
較
法
の
実
際
的
効
用
が
強
調
さ
れ
て
い

る
が
、
他
方
で
は
、
「
相
互
の
理
解
を
容
易
に
す
る
よ
う
に
諸
国
民
守
2
1
2
)

の
比
較
(
接
近
)
に
努
め
る
こ
と
、
そ
れ
が
今
日
に
お
け
る
比
較
研
究
の
本

質
的
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
そ
の
基
本
的
効
用
で
あ

る
。
」
と
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
官
官
・
巳
丹
-
u
-
ω
U
3
0

さ
て
、
彼
の
法
系
論
は
、
そ
の
前
年
、
比
較
立
法
協
会
設
立
五

O
年
祭
に

お
い
て
な
さ
れ
た
一
般
報
告
の
な
か
に
見
ら
れ
る

(
C
Z
2
5
t
g
ω
m
E
h
1
 

E
-
2
・
百
戸
M
Z
-
h
2
L
ω
コω
一
戸
内
出
宮
山
口
m
F
ヨ
白
色
2
d
m
L
広
野
c
-
H
L
ω
E
-
E
℃
ユ
ロ
i

己目
)
E
X
官
官
込
め
℃
2
2
2
5
ロ
件
。
g
m
(
一
∞
四
国

i
一
回
一
回
)
・
ピ
〈
Z
E
n
E
i

』

E
ロ
R
E
町
内
牛
ぬ
}
ω
ω
《
》
門
戸
品
広
《
r
z
m
-
m
r
z
c
=
n
o
ヨ
℃
白
片
品
P
丹
・
プ
-
U
N
N
-
司
・

虫
色
乙
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
系
の
相
違
は
、
立
法
制
度
そ
れ
自
身
、
法

源
、
法
的
進
化
の
要
素
と
手
段
に
よ
る
と
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、
以
下
の
三

法
系
に
分
け
ら
れ
る
。

)
 

唱

i(
 
大
陸
諸
凶
の
法

「
大
陸
」
と
は
、
こ
こ
で
は
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ

リ
カ
大
陸
に
対
比
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
大
陸
法
諸
国
は
本
質
的
に
は
成

文
法
国
で
あ
り
、
そ
れ
は
法
典
編
纂
の
上
に
接
木
さ
れ
た
議
会
活
動
に
よ
っ

て
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
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料

英
語
諸
国
の
法

」
れ
は
慣
習
法
、
ま
た
は
少
く
と
も
判
例
的
慣
習

(2) 
と
い
う
特
殊
な
性
格
を
有
す
る
慣
習
法
の
闘
で
あ
る
。

資

そ
の
ほ
と
ん
ど
絶
対
的
な
不
動
性
と
宗
教
的
性
格
に

ょ
っ (3)
て

他
の
法
系
と
対
立
す
る

イ
ス
ラ
ム
法

な
お
、
以
下
具
体
的
に
は
大
陸
法
と
英
米
法
に
お
け
る
法
の
発
達
の
比
較

に
つ
い
て
の
叙
述
が
見
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
レ
ヴ
ィ
・
ユ
ル
マ
ン
の
法
系
論
に
対
し
て
は
、
戦
前
す
で

に
、
シ
ナ
法
の
独
自
性
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
エ
ス
カ
ラ
の
批
判

が
あ
っ
た
が
(
開
R
Z
P
U
3芹

η752ω

《
】
叶

C
F円

の
C
口回目》
ω円
。
・
回
ロ

(1) 
P令

〉
込
山
〉

gι
何
回
忌
詰

C
2
2同盟
-
U
』
ロ
コ
切
℃

2
ι
g
z
z
ゎ
c
g宮
E
C
Eタ
同

(
-
U
N
5

・
七
町
田
〉
、
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
ら
は
、
こ
こ
で
も
綜
合
的
な
批
判
を

加
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
・
ユ
ル
マ
ン
の
分
類
は
、
エ
ス
マ

ン
の
も
の
と
同
様
に
不
正
確
で
あ
り
人
為
的
で
あ
る
。
立
法
の
性
質
や
そ
れ

と
他
の
要
素
と
の
関
係
は
、
け
っ
し
て
そ
れ
が
支
配
し
て
い
る
領
土
の
状
況

に
依
存
し
て
は
い
な
い
。
同
一
の
緯
度
に
あ
る
と
い
う
事
実
は
類
似
の
原
因

に
は
な
ら
ず
、
離
れ
た
闘
が
同
一
の
法
律
に
従
い
、
異
な
る
法
律
が
隣
国
で

適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
南
米
の
諸
法

典
と
北
米
合
衆
国
の
成
文
法
や
慣
習
訟
は
、
同
者
と
も
大
西
洋
の
彼
方
に
適

用
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
同
一
家
族
に
属
す
る
こ
と
を
ゑ
認
す
る
の

は
困
難
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
大
陸
法
、
す
な
わ
ち
、
ヨ

l
ロ
ヅ
パ
・
ア
フ
リ

カ
-
ア
ジ
ア
法
か
ら
イ
ス
ラ
ム
法
は
除
く
が
、
し
か
し
、
陶
阿
連
邦
・
タ
イ

-
中
国
・
日
本
・
ソ
連
法
を
含
む
も
の
を
、

一
つ
の
鮮
に
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
す

る
こ
と
は
、
単
純
化
と
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
噌
好
を
誇
張
す
る
も
の
で
あ
る

(
〉
吋
ヨ
弓
」
C
コ
2

n

L

C
司・

2
仲
戸
司
・
与
さ
。

以
上
の
批
判
は
一
応
妥
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
レ
ヴ
ィ

-
ユ
ル
マ
ン
は
本
来
イ
ギ
リ
ス
法
の
専
攻
者
で
あ
り
(
資
料
の
関
係
で
、
ア

メ
リ
カ
法
も
視
野
の
外
に
お
い
た
)
、
比
較
法
一
般
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は

乏
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
(
た
と
え
ば
、
パ
リ
!
大
学
ド
ク
タ
ー
-
コ
ー
ス

で
の
講
義
案
、

U
E芹

2
2
-
5
5宮片品、

3
2
・

8
吋
℃
・
の
内
容
は
、
イ
ギ

リ
ス
法
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
〉
、
や
む
を
え
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

ぅ
。
だ
が
、
彼
は
比
較
法
の
研
究
指
導
者
と
し
て
、
比
較
法
研
究
の
組
織
化

を
ば
か
り
(
そ
の
結
尖
が
一
九
三
二
年
の
パ
リ
!
大
学
比
較
法
研
究
所
の
設

立
)
、
比
絞
法
に
関
す
る
研
究
叢
書
を
発
行
し
た
ほ
か
(
一
九
四

O
年
ま
で
六

七
冊
。
大
部
分
は
イ
ギ
リ
ス
法
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
限
ら
な

い
)
、
呂
町
r
E
。l
p
E
N
2
x
n
y
と
と
も
に
、
「
諸
国
民
の
法
生
活
(
ピ
〈
芯

]
ロ
ユ
門
出
』
戸
吊
牛
虫
吋

2
-
L
g〉
」
と
題
す
る
叢
堂
一
日
の
刊
行
を
は
じ
め
(
ベ
ル
ギ
ー
、

チ
ェ
ッ
コ
、
ス
イ
ス
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
フ
ラ

γ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ト
ル
コ
に

つ
い
て
、
七
巻
刊
行
し
た
が
、
戦
争
で
中
絶
)
、
法
系
論
の
実
質
的
発
展
に
対
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し
重
要
な
貢
献
を
し
た
ヨ
」
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ウ
ィ
グ
モ
ア

(
]
C
E
Fロ
ミ
ヨ
四
2

5・
呂
田
ω
l
一室
ω)
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
一
証
拠
法
の
大
家
と
し
て
知
ら
れ
る
ウ
ィ
グ
モ
ア
は
、
バ
ウ
ン
ド

V 
と
と
も
に
、
第
二
次
大
戦
前
の
ア
メ
リ
カ
比
較
法
学
の
先
駆
者
で
も
あ
る
。

彼
は
一
八
八
九
年
よ
り
九
三
年
に
か
け
、
わ
が
函
の
慶
応
大
学
で
教
え
て
お

り
、
本
稿
で
登
場
す
る
外
函
の
比
較
法
学
者
の
う
ち
、
日
本
法
に
つ
会
専
門

的
知
識
を
有
す
る
唯
一
の
学
者
で
あ
る
。
彼
は
ひ
ろ
く
世
界
の
各
地
を
見
聞

し
、
そ
の
成
果
を
、

一
九
二
八
年
に
「
世
界
の
法
系
の
パ
ノ
ラ
マ

(
k
r
p
l

g
E
2
0ご
「
命
名
ロ
ユ
仏
、
ω
円
高
ω一∞
3
Z
E
m
w
ω
g
r
S
N∞
)
」
と
題
し
て

発
刊
し
た
。
こ
の
三
巻
か
ら
な
る
千
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
大
著
は
、
美
し
い
絵

や
写
真
が
ふ
ん
だ
ん
に
入
れ
ら
れ
て
あ
る
楽
し
い
書
物
で
あ
る
が
、
中
間
的

に
も
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

彼
は
、
世
界
の
無
数
の
法
系
の
な
か
か
ら
少
数
の
も
の
を
選
ぶ
こ
と
の
で

き
る
理
由
と
し
て
、
「
わ
ず
か
な
国
民
だ
け
が
、
法
系
の
尊
貴
さ
と
連
帯
性
に

達
す
る
よ
う
な
、

一
回
の
よ
く
限
定
さ
れ
、
組
織
さ
れ
、
継
続
性
の
あ
る
法

)
 

噌

1(
 

思
想
や
方
法
を
発
展
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
論
じ
守
・
ム
)
、
具
体
的
に
以

法系論再説

下
の
十
六
法
系
を
あ
げ
た
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
順
序
に
従
え
ば
、
川
エ
ジ
プ

ト、

ωメ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、

ω中
国
、

ωヒ
ン
ズ
ー
、
川
W
へR
フ
ラ
イ
、
制
ギ
リ

シ
ア
、
例
海
、
同
ロ
1

て
肋
ケ
ル
ト
、
神
ゲ
ル
マ
ン
、
帥
教
会
、
同
日
本

同
イ
ス
ラ
ム
、
同
ス
ラ
ブ
、
帥
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
帥
イ
ギ
リ
ス
法
か
ら
な
る
。

彼
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
系
に
つ
い
て
、
歴
史
的
発
展
を
中
心
と
し
て
詳
論
し

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
紹
介
の
余
裕
は
な
い
。
日
本
法
に
つ
い
て
は
、
第
二

巻
の
官
以
に
七

0.良
を
費
や
し
、
四
期
に
区
分
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
と
く

に
第
三
期
徳
川
時
代
に
つ
い
て
、
裁
判
例
や
調
停
の
訳
文
を
あ
げ
て
詳
論
し
、

そ
こ
に
独
自
の
法
系
の
成
立
を
認
め
、
明
治
以
後
の
発
展
は
そ
の
改
造
に
す

ぎ
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
見
解
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ウ
ィ
グ
モ
ア
の
比
較
法
理
論
は
、
本
書
の
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
・
法
系
の
発

民
」
の
な
か
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
守
二
石

2

3
乙
。
彼
は
、
ま
ず
「
比

較
法
」
を
、
川
「
比
絞
法
記
述
学

2
8
6
ω
E
C
S
Z
0
2
2
8
3〉」
1

1
他

の
ン
ス
テ
ム
を
、
~
事
主
と
し
て
篠
認
し
、
記
述
す
る
も
の
、

ω「
比
較
立
法

学

(
(
U
8
6
2
P
2
5
2
3
5子
在
日
)
」
|
|
見
な
る
法
制
度
の
政
策
と
相
対

的
価
値
を
分
析
す
る
も
の
、
川
W

「
比
較
法
発
生
学

(
n
c
E宮
E
t
s
Z
C
E
-
-

m
g
E
E〉
」
種
々
の
法
系
の
そ
の
相
互
関
係
に
お
け
る
発
展
を
、

記
学
お
よ
び
.
尿
閃
に
お
い
て
跡
づ
け
る
も
の
、
の
一
一
一
部
門
じ
分
け
、
こ
こ
で

は
第
三
の
比
較
法
発
生
学
の
み
を
問
題
と
す
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
、
同
「
比

較
法
制
度
論

2
0
5官
民

E
t
2
r間
ωご
E円
FEz-コ
ω)」
1
1
こ
こ
で
は
、
と

く
に
メ
イ
ン
の
業
績
が
一
評
価
さ
れ
る
1
ー
と
刷
「
比
較
法
系
譜
学
ま
た
は
，
身

体
学
(
【
リ
0
5宮
E
t
z
r哲
一
の
E
g
-
-句・
2
の
2
3
3
L
c
m
M
U」
に
分
け
ら

年
代
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平;f

れ
、
後
者
は
個
々
の
シ
ス
テ
ム
を
シ
ス
テ
ム
全
体
と
し
て
比
較
的
見
地
か
ら

考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
さ
て
、
特
別
の
ル
1

ル
や
制
度
の
発
展
を
跡
づ
け

資

る
こ
と
が
、
比
較
法
発
生
学
に
お
け
る
究
極
の
目
標
で
あ
る
こ
と
、
い
う
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

M
的
は
、
そ
の
完
成
の
た
め
に
、
各
シ
ス
テ
ム

を
全
体
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
る
、
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
補
助
的
制

究
を
必
要
と
す
る
。
個
々
の
ル
ー
ル
や
制
度
は
、
特
定
の
人
種
や
国
民
の
社

会
的
政
治
的
生
活
の
総
生
産
物
と
し
て
、
相
互
に
拘
束
さ
れ
、
関
連
づ
け
ら

れ
る
の
で
、
そ
の
発
展
は
、
全
シ
ス
テ
ム
を
、
そ
の
政
治
的
環
境
と
そ
の
年

代
記
学
に
お
い
て
ま
ず
把
握
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
完
全
に
は
理
解
さ
れ

え
な
い
。
」
な
・

=
N
ω
)

彼
は
、
法
系
論
の
意
義
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
に
論
じ
、
そ
の
た
め
の
方

法
論
と
し
て
穂
積
隙
重
の
系
譜
学
的
方
法
を
評
価
す
る
が
、
名
称
の
点
で

は
、
社
会
的
家
族
よ
り
も
身
体
を
類
推
す
る
方
が
よ
い
と
し
て
、
の

2
宮
司
乙

と
い
う
証
聞
を
使
用
す
る
。
こ
の
身
体
学
的
方
法
は
、
言
語
学
の
方
法
と
知
似

す
る
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
彼
に
と
り
、
「
法
系
公
認
と
屯
巳
E
U
)

と
は
、

何
等
か
の
政
治
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
し
て
、
そ
れ
自
身
の
生
命
を
有
す
る

聞
の
ル

l
ル
で
あ
る
。
」
と
定
義
さ
れ
る
守
・
二
日
目
)
。
前
記
十
六
の
法
系
だ
け

が
、
以
上
の
意
味
で
訟
系
の
名
に
値
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
今
日
消

減
し
、
ま
た
多
く
は
雑
種
と
し
て
残
り
(
日
本
法
も
そ
の
例
)
、
来

f
の
も
の

(
中
国
、
ヒ
ン
ズ
ー
、
イ
ス
ラ
ム
)
は
ほ
ぼ
純
粋
に
残
り
、
若
干
の
も
の

(
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
イ
ギ
リ
ス
)
が
雑
種
と
し
て
新
た
に
創
造
さ
れ
た
。
そ
こ

で
、
さ
い
ご
に
法
系
の
治
生
・
存
統
の
原
因
が
問
題
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ

い
て
は
、
「
法
系
の
創
造
と
残
存
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
主
要
な
特
徴
は
、
一

聞
の
技
術
的
な
法
思
想
の
発
生
と
永
続
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
団
の

法
思
想
は
、
そ
れ
自
体
、
法
思
想
家
や
実
務
家
の
職
業
的
階
層
の
存
在
の
結

果
で
あ
る
。
彼
等
は
、
政
治
シ
ス
テ
ム
の
同
一
性
と
は
独
立
に
、
ま
た
種
族

の
純
粋
性
と
も
独
立
に
、
一
団
の
思
想
を
創
造
し
、
維
持
し
た
の
で
あ
る
。

か
ん
た
ん
に
い
え
ば
、
法
系
の
発
生
と
永
続
は
、
高
度
に
訓
練
さ
れ
た
職
業

階
層
の
発
展
と
残
存
に
依
存
す
る
。
」
(
司
・
二
同
国
・
傍
線
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
)

以
上
の
よ
う
伝
ウ
ィ
グ
モ
ア
の
法
系
論
は
、
比
較
法
制
史
の
立
山
明
か
ら
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
主
と
し
て
現
代
の
法
系
を
問
題
と
す
る
現
代
比
較
法

学
者
に
よ
り
、
顧
ら
れ
る
こ
と
が
乏
し
い
。
し
か
し
、
法
系
を
全
体
と
し
て

捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
点
や
、
そ
の
中
に
お
け
る
専
門
的
法
律
家
層
の

役
割
の
強
調
な
ど
、
今
日
よ
う
や
く
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
論
点
が
す

で
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
先
駆
的
意
義
は
否
定
で
き
な
い
。
の
み

な
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
法
系
論
、
か
理
論
的
仮
設
の
段
階
に
と
ど
ま
り
、
各
法

系
に
関
す
る
具
体
的
叙
述
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
ウ
ィ
グ
モ
ア
の

「
世
界
の
法
系
の
パ
ノ
ラ
マ
」
は
、
ま
さ
に
そ
れ
を
巣
た
し
た
点
も
含
め
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て
、
「
こ
の
書
物
は
今
で
も
な
お
、
他
に
類
室
田
、
い
か
な
く
、
し
た
が
っ
て
こ
の
書

物
に
は
;
;
:
新
版
を
刊
行
す
る
価
値
が
十
分
あ
る
。
」
と
す
る
ウ
ォ
ト
レ
イ
の

評
価
(
一
九
六
二
年
)
に
、
私
と
し
て
も
全
く
同
感
で
あ
る

(
B
・
A
-
ウ

ォ
ト
レ
イ
(
小
堀
憲
助
訳
)
「
ウ
ィ
グ
モ
ア
部
長
の
世
界
の
法
系
の
パ
ノ
ラ
マ

を
再
読
し
て
」
比
較
法
雑
誌
六
巻
一
・
三
号
一
九
一
頁
)
。

VI 

サ
ル
フ
7

y
テ
ィ

(冨

E
C
P
5
2
3

九

イ
タ
リ
ア
で
は

三
年
に
サ
ル
フ
ア
ソ
テ
ィ
が
、
そ
の

と
-
c
m
E
L
-
-
L巳

ι
E
2
0
5
E
B
E
Zと
の
な
か
で
、
独
自
の
法
系
論
を
発

「
比
較
法
研
究
入
門
(
同
三
3
含
N
5
5

表
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
彼
の
法
系
論
の
大
綱
は
、
す
で
に
一
九
二
一

O
年

に
刊
行
さ
れ
た
プ
リ
ン
ト
版
「
比
較
私
法
教
程
(
の
2
5
岳

丘

E
Z
官同

5
8
8
5宮
g
gと
の
な
か
に
現
れ
て
い
る
。
さ
て
、
彼
は
、
「
入
門
」
の
な
か

で
、
「
比
較
法
の
起
源
」
お
よ
び
「
比
較
法
の
性
質
と
機
能
」
に
つ
い
て
論
じ

た
後
、
「
比
較
法
研
究
の
対
象
」
と
題
し
て
、
世
界
の
法
系
の
分
類
を
試
み
て

い
る
守
・

2

2
月
ヂ
)
。
彼
は
、
法
系
分
類
の
基
準
と
し
て
、
歴
史
的
起
源

を
あ
げ
る
(
こ
の
点
で
は
、

C
F
E
O
F
F
命ヨ
R
E
mゆ
円
一
三
-
Z
F
L
F
5
R
O

)
 
-(
 

仏
国
ヨ
回
一
、
町
山
口
立
』
ロ
芹
品
市
門
仏
NHEm-om
百円』口口
F司
ω
一。
ω

]臥

mu-岱
E
C
ロω
凶

HdDLη
コd巾臼

法系論再説

《
]
め
で
開
口
円
。
芳

-
N
E
E
-
一∞∞
O

が
先
駆
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
〉
E
d
-
3
9
3

己

主
-

C
七・

2
?
戸
℃
・

3
)。
そ
し
て
、
こ
の
観
点
か
ら
、
ま
ず
世
界
の
法

系
を
、

「
ロ
l
マ
型
の
法
典
編
纂
」
と
「
イ
ギ
リ
ス
・
コ
モ
ン
ロ
ー
」
に

大
別
す
る
。
前
者
は
、
さ
ら
に
以
下
の
四
法
系
に
分
け
ら
れ
る
。

、
、
，
ノ
、
，
，
J

そ
れ
は
さ
ら
に
・
1

フ
ラ
ン
ス
、
一
日
そ
の
模
倣
法

/
t
a

、

/
'
t

、

、hノ

エ
ジ
プ
ト
、
オ
ラ
ン
ダ
、
…
川
イ
タ

/
t

‘、

川
純
粋
ラ
テ
ン
系
法
典

典
と
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ポ
ル
ト
カ
ル

リ
ァ
、
川
ス
ペ
イ
ン
、
に
分
け
ら
れ
る
o

f
k
 

、tJJ

、
，
ノ
、
}
/

ωゲ
ル
マ
ン
系
法
典

i
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

H
ド
イ
ツ
、
…
山
ス
イ
ス
。

/
t

・、
、

/
t

、、

/
t
¥

ω前
二
者
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
鼓
吹
さ
れ
た
法
典
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
が

そ
の
例
。
糾
東
洋
の
近
代
文
明
嗣
の
法
典

日
本
と
中
国
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
日

本
に
つ
い
て
は
、
民
法
典
の
成
立
に
関
す
る
説
明
、
が
あ
る
の
み

(
目

y

∞ο
1
i

∞
同
)
。

、I
ノ

、

，

J

後
者
「
イ
ギ
リ
ス
・
コ
モ
ン
ロ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
ー
イ
ギ
リ
ス
、

u北

/

{

¥

/

t

¥

 

¥
Jノ

ア
メ
リ
カ
、
…
山
航
民
地
お
よ
び
自
治
領
、
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。

f
l

、

な
お
、
サ
ル
フ
ア
ッ
テ
ィ
の
「
比
較
法
研
究
入
門
」
は
、
さ
ら
に
、
「
比
較

法
研
究
の
方
法
」
お
よ
び
「
私
法
の
国
際
的
統
一
」
に
つ
い
て
論
じ
て
お

り
、
戦
前
の
比
較
法
概
論
と
し
て
は
、
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
の
一
つ

で
あ
る
。
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さ
て
、
本
書
に
つ
い
て
は
、
私
は
語
学
力
の
関
係
で
評
価
し
う
る
能
力
が

な
い
の
で
(
そ
れ
に
、
原
書
も
手
元
に
な
い
の
で
)
、
こ
こ
で
は
、
ア
ル
マ
ン

ジ
ョ
ン
ら
の
批
判
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
ら
に
よ



来?

れ
ば
、
こ
の
分
類
は
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
東
洋
の
近
代
文
明
諸
国

の
立
法
を
独
立
の
グ
ル
ー
プ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
ド
イ
ツ
民
法
典
が

資

日
本
と
タ
イ
の
民
法
典
を
、
ス
イ
ス
法
が
ト
ル
コ
法
典
を
鼓
吹
し
た
と
い
う

事
実
、
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
法
規
範
が
エ
ジ
プ
ト
法
典
の
な
か
に
見
出
さ
れ

る
と
い
う
事
尖
は
、
そ
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
が
存
在
す
る
と
結
論
す
る
こ
と

を
許
す
で
あ
ろ
う
か
(
た
だ
し
、
サ
ル
フ
ア
ツ
テ
ィ
は
エ
ジ
プ
ト
を
フ
ラ
ン

ス
の
模
倣
法
典
の
一
つ
に
数
え
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
は
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン

ら
の
誤
解
で
あ
る
)
。
ま
た
、
若
干
の
法
典
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の

二
重
の
鼓
吹
は
独
立
の
グ
ル
ー
プ
を
作
る
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
か
一
方
の
鼓

吹
が
他
方
よ
り
優
越
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な

ぃ
。
さ
ら
に
、
純
粋
ラ
テ
ン
系
法
典
と
い
わ
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ

法
典
の
影
響
が
見
ら
れ
る
し
、
そ
の
逆
も
ま
た
見
ら
れ
る
(
〉
コ
己

3

2

2

ω-
・

8
・
2
円
・
デ
匂
・
品
目
)
。
以
上
の
よ
う
な
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
ら
の
批
判
に
対

し
て
は
、
こ
の
批
判
自
体
が
ド
グ
マ
的
比
較
法
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と

(
拙
著
・
比
較
法
入
門
一
九
九
よ
れ
参
照
)
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

W 

マ
ル
テ
ィ
l
ネ
ス
・
パ
ス
(
何
2
5
5
富
山
ユ
5
R
司
自
)
さ
い
ご
に
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
比
較
法
学
学
者
マ
ル
テ
ィ
!
ネ
ス
・
パ
ス
の
法
系
論
を
紹

介
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
た
広
の
語
学
力
不
足
の
た
め
、
不
十
分
な
こ

と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
さ
て
、
彼
は
一
九
三
四
年
に

「
比
較
民
法
研
究
入
門
公
三

S
P
S
E
P
一2
E任
。
内
庁

-
0
2
2
Z
C
2
-

S
S」
と
題
す
る
比
較
法
概
論
書
を
公
表
し
た

円

U
9
5℃
白
山
内
山
0
・
(
u
b
え
o
r
p

(
な
お
、
本
書
は
一
九
六

O
年
に
国
立
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
大
学
比
較
法
研

究
所
よ
り
、
同
口
町
c
r
R広
口
白
ご
)
2
2
7
0
の

5-noEH員
色
。
と
し
て
再
刊

さ
れ
た
ο

以
下
は
再
版
に
よ
る
〉
。
本
書
は
西
欧
比
較
法
学
者
の
文
献
を
豊
富

に
引
用
し
た
、
す
ぐ
れ
た
比
較
法
概
論
で
あ
る
。
彼
は
、
比
較
法
に
つ
い
て
、

レ
ヴ
ィ
・
ユ
ル
マ
ン
の
定
義
(
前
掲
一
五
一
二
頁
参
照
。
た
だ
し
、
別
の
文
献

よ
り
引
用
)
を
評
価
し
つ
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う

r定
義
す
る
。

「
比
較
法
と
は
、
現
行
諸
立
法
の
分
析
的
・
批
判
的
・
比
較
的
研
究
に
よ

り
、
法
律
制
度
の
相
対
的
な
基
礎
原
理
と
日
的
を
発
見
し
、
そ
れ
を
現
在
の

突
定
法
体
系
の
な
か
に
整
理
し
よ
う
と
す
る
法
学
の
部
門
で
あ
る
。
」
(
【
こ
品
ω)

彼
は
、
こ
の
立
場
か
ら
、
凶
欧
世
界
の
現
行
民
事
諸
立
法
の
分
類
を
試
み

た

(

目

)

一

印

一

2
2
A
・
〉
。
従
来
の
代
表
的
な
分
類
基
準
を
紹
介
し
た
あ
と
、

彼
と
し
て
は
発
生
論
的
基
礎
に
立
ち
、
あ
る
法
秩
序
が
そ
の
形
成
過
程
に
お

い
て
ど
の
程
度
、
ゲ
ル
マ
ン
・
封
建
・
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
の
影
響
を
受
け

た
か
、
さ
ら
に
現
在
に
お
い
て
は
ど
の
程
度
民
主
主
義
的
色
調
を
帯
び
て
い

る
か
に
よ
り
、
以
下
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
。

ωイ
ギ
リ
ス
法

ゲ
ル
マ
ン
・
封
建
的
要
素
の
複
合
で
あ
る
。
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ωゲ
ル
マ
ン
・
ロ

1
7
法
両
者
の
影
響
を
受
け
た
立
法
と
し
て
、
ド
イ

ツ
民
法
典
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
あ
げ
る
。

ゆ
ゲ
ル
マ
ン
・
ロ

1
7
・
カ
ノ
ン
法

と
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
民
法
典
と
イ
タ
リ
ア
民
法
典
(
一
八
六
六
年
)
を
あ
げ

こ
の
三
者
の
影
響
を
受
け
た
立
法

る

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ロ
!
?
・
カ
ノ
ン
・
民
主
的
要

素
の
複
合
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
の
三
法
典
に
分
け
ら
れ
る
。

。
民
主
的
・
自
由
主
義
的
ブ
ラ
ジ
ル
民
法
典

、，ノhH
民
主
的
・
社
会
的
ス
イ
ス
民
法
典

川
民
主
的
・
社
会
主
義
的
ソ
ビ
エ
ト
諸
法
典

f
¥
 
マ
ル
テ
ィ
l
ネ
ス
・
パ
ス
は
、
以
上
の
よ
う
に
西
欧
諸
国
の
民
事
立
法
を

ω民
主
的
諸
立
法

分
類
し
、
各
立
法
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
過
程
を
概
観
し
た
の
ち
、
さ
い
ご

に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
民
法
典
の
発
展
過
程
を
説
明
し
て
い
る
。

マ
ル
テ
ィ

l
ネ
ス
・
パ
ユ
の
法
系
論
は
、
西
欧
世
界
の
民
事
法
に
観
野
を

限
っ
た
と
い
う
限
界
が
あ
る
ほ
か
、
多
く
の
欠
陥
を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
で

法系論再説 (1)

も
、
ァ
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
ら
の
批
判
を
紹
介
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の

分
類
は
批
判
に
耐
え
な
い
。
カ
ノ
ン
法
の
影
響
は
特
殊
な
法
制
度
(
と
く
に

婚
姻
)
に
し
か
及
ば
な
い
の
で
、
発
生
論
的
分
類
の
要
素
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
他
方
、
そ
の
(
カ
ノ
ン
法
の
)
影
響
は
ス
ペ
イ
ン
法
と
ボ
ル
ト
ガ

ル
法
に
限
ら
れ
な
い
(
な
お
、
マ
ル
テ
ィ

l
ネ
ス
・
パ
ス
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
も

第
三
グ
ル
ー
プ
の
例
と
し
て
い
る
)
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
バ
ル
カ
ン
の
ギ
リ
シ

ア
正
教
諸
国
は
第
コ
了
第
四
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
な
い
が
、
カ
ノ
ン
法
の

影
響
下
に
あ
る
。
民
主
的
要
素
は
現
代
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
立
法
を
特
徴

づ
け
て
お
り
、
チ
リ
ー
や
ア
ル
ゼ

γ
チ
ン
や
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
の
よ
う
な
南
ア

メ
リ
カ
の
諸
法
典
が
特
別
に
民
主
的
だ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
反
対
に
、
ソ

ビ
エ
ト
法
に
は
ほ
と
ん
ど
民
主
的
な
要
素
は
な
い
。
も
っ
と
も
著
者
ハ
マ
ル

テ
ィ
l
ネ
ス
・
パ
ス
〉
は
、
ソ
ビ
エ
ト
法
に
つ
い
て
「
民
主
的
・
社
会
主
義

的
」
と
い
う
形
容
詞
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
れ
で
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は

な
い
(
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
は
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
ら
の
見
解
も
批
判
の
対
象

と
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
マ
ル
テ
ィ

l
ネ
ス
・
パ
ス
が
、
こ
の
よ
う
な

形
で
あ
れ
、
こ
の
時
期
に
ソ
ビ
エ
ト
法
の
独
自
性
を
認
め
た
こ
と
は
注
目
に

依
す
る
〉
。
イ
ギ
リ
ス
法
を
償
対
法
(
封
建
法
〉
と
ゲ
ル
マ
ン
法
の
結
合
と
捉

え
る
の
も
承
認
し
が
た
い
(
〉
2
E己

g
己防}・

0
司
・
己
ケ
戸
司
会
!
ミ
〉
。
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